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広報紙に掲載の各事業は、新型コロナウイルス感染症の状況の変化で変更になる場合があります。最新の情報はホームページなどでお知らせします。

歩き続ける・学び続ける
－二つの講演会－

取手市長

　新しい年がスタートしました。皆さ
まは、今年こそはと新しいことにチャ
レンジされているでしょうか。
　この 2月に、健やかで幸福に年齢
を重ねたいと思っている皆さまに役立
つ中身の濃いイベントを開催しますの
で、お知らせをしたいと思います。
　一つは 2月 1日に開催する「フレ
イルの日記念イベント 2023IN 取手
市」です。国家公務員共済組合連合会	
虎の門病院前院長で、スマートウエル
ネスコミュニティ協議会理事長でもあ
る大内尉

やすよし
義先生をお招きします。大内

先生は、サルコペニア（加齢による筋
肉量の減少）やフレイル（健康な状態
と要介護状態の中間の段階）に詳しく、
老年医学の権威と言われています。さ
らに、取手市に何度も来ていただいて

いる筑波大学人間総合科学学術院教授
の久

く の
野譜

しんや
也先生や専門家の先生方にも

お越しいただきます。フレイルを予防
し、人生100 年時代を元気で生き抜
く知恵を学ぶ楽しい企画です。私も開
催地市長として、118の自治体からな
るスマートウエルネスシティ首長研究
会会長として「健

けんこう
幸とりで」を目指す

決意などを発表させていただきます。
　もう一つは、2月14日に開催する「と
りで生涯現役ネット」による講演会で
す。米国アップル社CEOから「世界
最高年齢のアプリ開発者」として紹介
された若宮正子さんをお招きします。
若宮さんは、58歳から独学でパソコ
ンを習得し、81歳でひな人形を正し
くひな壇に配置する「hinadan」とい
うアプリを開発したことをきっかけ

に、アップル社が主催する世界開発者
会議（WWDC）に特別招待されまし
た。その後、「人生100年時代構想会議」
の最年長有識者メンバーにも選定され
ました。
　若宮さんの衰え知らずの若々しさ、
溢れんばかりの好奇心はどこから来る
のでしょうか。直接、若宮さんのお話
からつかみ取っていただければと思い
ます。私自身、新聞や報道を読む時に、
誰一人取り残さないデジタル化やリス
キリング（職業能力の再開発・再教
育）などの言葉を目にしますが、「では、
今から何をやれば良いのか」イメージ
が湧きません。まずは先入観を持たず、
若宮さんの生のお話を拝聴させていた
だき、リスキリングへのヒントをたく
さん頂戴したいと思っています。

市民意見公募（パブリックコメント）

■取手市地球温暖化防止実行計画（区域施策編）（素案）
問 環境対策課環境政策室☎内線1411

　温室効果ガスの排出削減対策や気候変動への適応策を計画的に推進するため、
「取手市地球温暖化防止実行計画（区域施策編）」の策定を進めています。この素案
に対する皆さんの意見を募集します。

募集期間 1月16日（月）～ 2月15日（水）
素案の閲覧  環境対策課、藤代総合窓口課、取手支所、取手駅前窓口、取手図

書館、ふじしろ図書館、各公民館、市ホームページ
提出方法 住所、氏名、意見を記入し、次のいずれかの方法で
　　　　　	 ▶直接：環境対策課へ持参（市役所開庁日のみ）
　　　　　	 ▶郵送：〒302-8585寺田5139環境対策課宛て
	 ※消印有効
　　　　　	 ▶ファクス：73-5995
　　　　　	 ▶メール：kankyo@city.toride.ibaraki.jp

■第二期取手市成年後見制度利用促進基本計画（案）
問 高齢福祉課☎内線1309

　国の第二期成年後見制度利用促進基本計画に基づき、地域共生社会の実現に向
けて、権利擁護支援を推進するため、「第二期取手市成年後見制度利用促進基本
計画」の策定を進めています。この案に対する皆さんの意見を募集します。

募集期間 1月16日（月）～ 2月15日（水）
案の閲覧  高齢福祉課、藤代総合窓口課、取手支所、取手駅前窓口、取手図書館、

ふじしろ図書館、各公民館、市ホームページ
提出方法 住所、氏名、意見を記入し、次のいずれかの方法で
　　　　　	 ▶直接：高齢福祉課へ持参（市役所開庁日のみ）
　　　　　	 ▶郵送：〒302-8585寺田5139高齢福祉課宛て
	 ※消印有効
　　　　　	 ▶ファクス：74-6600
　　　　　	 ▶メール：kourei@city.toride.ibaraki.jp

18歳から大人！消費者トラブルに注意

　成年年齢は18歳です。成年に達すると、自分の意思でさまざまな契約
ができるようになります。消費者トラブルで「困ったな」と思った時は、
一人で悩まず相談しましょう。

問 市消費生活センター（産業振興課内）☎内線1446

◆トラブルに遭ってしまった時は、まず相談を
　消費生活センターは、消費者のための相談業務や情報提供をする機関
です。専門の相談員が、問題解決のための助言や手助けを行います。

・消費者ホットライン☎ 1
いやや
88（局番なし）

・市消費生活センター専用電話☎ 72-5022

◆若者の消費者トラブルの一例
▶キャッチセールス…路上で呼び止め商品やサービスの契約をさせる
▶デート商法…相手の好意に付け込んで、高額な商品の契約をさせる　
▶就活商法…学生の不安に付け込み、就活塾の契約をさせる
▶マルチ商法…「もうかる」と誘い、販売組織に加入させる

【アドバイス】
・怪しい話はきっぱりと断る
・もうけ話には用心する
・クレジットカードなど高額決済や、借金してまで
契約しない


